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はじめに

近年、我が国における社会経済活動は拡大し、国民生活が物質的に豊かになる一方で、

廃棄物の排出量の高水準での推移、最終処分場の残余容量のひっ迫、廃棄物の焼却施設

からのダイオキシン類の発生、不法投棄の増大等、廃棄物をめぐる様々な問題が指摘さ

れてきました。こうした問題に対応するため、国においては、数次にわたる廃棄物の処

理及び清掃に関する法律の改正やリサイクルの推進に係る諸法の制定等の対応が図られ

てきました。

今後は、これらの法制度の適切な実施と相まって、大量生産、大量消費、大量廃棄型

の社会経済システムやライフスタイルを見直し、天然資源の消費が抑制され、環境への

負荷ができる限り低減される、いわゆる循環型社会の実現を目指すことが必要です。

　こうした情況の中、奈良市清掃業務審議会は、平成１４年２月５日に市長より「廃棄

物処理手数料及び許可等の手数料の適正化について」、家庭ごみの有料化を含む４項目

の諮問を受け、同年１０月２１日に「一般廃棄物処理業許可申請手数料」及び「動物の

収集運搬手数料」を見直すべく中間答申を出し、平成１５年４月１日より改正されたと

ころです。

　その後、国においては平成１７年５月２６日に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

第５条の２第１項」に基づく、「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総

合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」が改正され、地方公共団体の役割と

して「経済的インセンティブを活用した一般廃棄物の排出抑制や再生利用の推進、排出

量に応じた負担の公平化及び住民の意識改革を進めるため、一般廃棄物処理の有料化の

推進を図るべきである」との記載が加わり、国の方針として一般廃棄物処理の有料化を

推進するべきことが明確化されました。それにより、平成１９年６月に環境省は「一般

廃棄物処理有料化の手引き」を作成し、市町村が有料化の導入又は見直しを実施する際

のガイドラインを示したところです。

　そうした、背景の下、平成１７年１２月１日に奈良市のごみ有料化について調査・検

討を行うため、奈良市清掃業務審議会に審議会委員の他に学識者や自治連合会や公募の

委員などにも参画いただき奈良市ごみ有料化検討部会を設置しました。そして、１０回

にわたる検討部会を開催し、奈良市のごみ処理の課題や家庭ごみ有料化の是非、そして

有料化の目的、実施方法、留意事項等について、幅広く議論・検討を重ね、平成２０年

１月２９日に本審議会に検討結果の報告がなされました。

　その報告を基に審議を図り、奈良市の家庭ごみ有料化について基本的な方向性を取り

まとめましたのでここに答申するものです。
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１　背景

①　奈良市の状況

奈良市の家庭系ごみ量は、平成１１年３月に、空き缶、ガラスびん、ペットボトル及び

飲料用紙パックの分別収集を全市に拡大し、またその他プラスチックを新たに再生資源と

して収集するようになりましたが、自治会を中心とした早朝立会い指導の実施や、各家庭

でのごみ減量と分別の取り組みなど、市民の多大なる協力により、ごみ排出量が大幅に減

少（図１）しました。しかし、その後は概ね横ばい状態となっています。

そうした状況のもと、平成１８年３月に奈良市の今後１０年間のごみ減量化やごみ処理

施策の基本となる「奈良市一般廃棄物処理基本計画」が策定されましたが、その中で平成

２７年度のごみ排出量を平成１６年度レベルから４％削減するなどの減量目標値を設定し

ています。こうした目標を達成するためのひとつの施策として、ごみ有料化の導入につい

て検討を進めることを方針としています。

減量目標値

2015年度(平成27年度)に、

　　　　●排出量(発生抑制後)を2004年度(平成16年度)レベルから４％削減する

　　　　●再生利用率を28％以上にする

　　　　●焼却対象量を2004年度(平成16年度)レベルから ８％削減する

　　　　●最終処分量を2004年度(平成16年度)レベルから12％削減する

図１　家庭系ごみ及び再生資源の排出量の推移

3



②　他都市の実施状況

　　東京２３区を含む全国の８０６市区のうち、有料化を実施しているのは４０１市（４９.

８％）（山谷修作氏 東洋大学「第３回全国都市家庭ごみ有料化調査（平成２０年４月1日

時点集計速報）」より）であり、中核市においては、３９市のうち旭川市、函館市、長野

市、高松市、下関市、久留米市、宮崎市の７市が、奈良県下においても１２市のうち大和

高田市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、宇陀市の６市がごみ有料化を実施しています。

また近畿の政令都市におきましては京都市が平成１８年１０月から有料化を実施していま

す。

２　奈良市におけるごみ有料化の目的（効果）

① ごみ減量の促進

・　ごみを有料化することにより、ごみ処理コストを実感し、負担を軽減しようとするイ

ンセンティブが働き、使い捨て商品の購入を控えたり、ごみになるような物を極力家庭

内に持ち込まないようにするなど、これまでの購買、消費行動に変化をもたらし発生抑

制、排出抑制が図られることが期待されます。

また、そうした消費者の行動の変化は、製品を製造・販売する事業者に影響を与え、製

品が廃棄される際の処理やリサイクルに配慮した製品作りをしようとするなどの動機付け

につながります。

・　指定袋制の場合、指定袋以外での排出ができないため他都市からのごみ流入を防止す

ることができます。

　　また、レジ袋をごみ袋として利用できなくなることから、年間一人当たり３００枚を

消費するといわれているレジ袋が、レジ袋有料化の動きと併せて、マイバック持参の増

加などにより、家庭への持ち込みが抑制され、ごみ減量につながります。

② 公平負担

　　ごみ処理関係経費は１世帯あたりに換算しますと年間４１,２７８円（平成２０年度の一

般会計当初予算）になりますが、こうした費用はごみの減量や資源化に手間や時間をかけ

て積極的に取り組んでいる世帯も、そうした努力に消極的でごみを多量に排出している世

帯も費用負担は変わらないという状況にあります。

家庭系ごみを有料化し、ごみ処理費用の一部を負担してもらうことにより、ごみ排出量

と費用負担を連動させ、また有料化によって得られた収入をごみ減量や資源化の助成施策

等に使うことにより公平性を確保することができると考えられます。

③ ごみに対する意識の向上

家庭ごみの排出に手数料が発生しない場合、ごみ処理費用は租税で賄われるため、コスト
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の負担感が薄れ、ごみに対する意識も希薄になりがちですが、有料化により排出量に応じ

た負担を実感することにより、ごみに対する排出者としての意識や責任が高まることが期

待されます。

④ 再生資源の分別促進

　  平成１６年度のごみ質調査結果から推計した再生資源（集団回収、店頭回収での回収分

を含まない）の分別協力率を見ますと、表１に示すように、アルミ缶（９５％）、びん

（９１％）、ペットボトル（８９％）などは概ね分別がなされていますが、分別排出に手

間がかかる紙パック（３２％）をはじめ、スチール缶（７３％）やプラスチック製容器包

装（７２％）などはまだまだ多くがごみに混入して捨てられています。

こうした再生資源を無料又は他のごみより費用負担を安価に設定することにより、分別

の徹底を促すことができます。

表１　家庭から排出される再生資源の分別協力率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成16年度・旧奈良市域）

スチール缶 アルミ缶 びん
ペット

ボトル

プラスチック

製容器包装
紙パック

分別協力率 73％ 95％ 91％ 89％ 72％ 32％

再生資源の

排出原単位
3.1g/人/日 2.0g/人/日 16.6g/人/日 4.0g/人/日 46.7g/人/日 0.9g/人/日

注1）再生資源の排出量は、異物を含まない純資源化量である。

2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（再生資源への排出量実績値）
分別協力率 ＝

（燃やせるごみ、燃やせないごみへの排出量推計値）＋（再生資源への排出量実績値）

⑤ 財政負担の軽減

平成２０年度の一般会計当初予算は１１７,７００,０００千円ですが、その内環境清美部

予算は６,２１７,５３９千円で全体の５.３％を占めています。ごみの有料化によりごみの

減量を進めることができれば、ごみの収集・運搬・処理費用の削減や最終処分場の延命化

を図ることができます。また、そうして得られた収入を、ごみ処理施設の整備や、ごみ減

量・資源化のための新たな施策の費用に充てることもできます。

⑥　地球環境の保全

ごみ減量と資源化の促進により、省資源、省エネルギー、温室効果ガスの削減が図られ、地

球環境を健全でより豊かなものとして、将来世代に引き継ぐという責任を果たすことにつな

がります。
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３　対象品目

焼却対象量及び最終処分量の減量を進めるという観点から、「燃やせるごみ」、「燃やせ

ないごみ」及び「大型ごみ」を有料化の対象とし、またレジ袋の削減や他のごみの混入抑制

の観点から「プラスチック製容器包装」についても、対象に加えるのが適当と考えます。

なお、空き缶、ガラスびん、ペットボトル及び飲料用紙パックの「再生資源」については、

各世帯から持ち出した再生資源を集積場の網袋及びコンテナに分別して排出する方法を採っ

ているため、各世帯からの排出量の把握が困難であり、また再生資源の分別排出促進の観点

からも有料化の対象から除外することが適当と考えます。（他都市の情況 資料編 資料１）

４　手数料の媒体

　手数料の媒体としては、指定袋方式又はシール方式が考えられますが、シール方式では、

ごみ袋の容量に応じて料金設定をする場合、収集時に目視で容量を正確に判別するのは困難

であり、さらに適正なシールが貼り付けられてあるかを確認しながら収集することになるの

で、作業効率が低下することが考えられます。また雨などによる剥離や、指定袋に比して小

さいために紛失しやすいということも考えられますので、指定袋方式を用いるのが適当だと

考えます。

ただし、大型ごみについては基本的には袋に入れて排出することが困難な形状の物である

ため、シール方式を用いることが適当です（表２参照）。

（他都市の情況　資料編 資料１）

表２　特徴の比較

指定袋方式 シール方式

取り扱いやす

さ

収集する際に、排出されているご

みの量を確認することが容易である。

まとまると重くなり、かさばるた

めに取扱いにくくなる。

ごみ袋に入らない大きさや形の廃棄

物を排出する場合にも使用することが

できる。

収集する際に、排出されているごみ

の量を確認することが比較的困難であ

る。

小さいために取扱いは容易である一

方、紛失しやすいものと考えられる。

必要な対応

ごみの種類毎に手数料の料金水準

を変える場合には、排出及び収集す

る際に容易に確認できるように、ご

み袋の表示や色などについて工夫が

必要である。

ごみの種類毎に手数料の料金水準を

変える場合には、排出及び収集する際

に容易に確認できるように、シールの

表示や色などについて工夫が必要とな

る。
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必要な対応

なお、排出抑制効果を得るために

は、複数の大きさのごみ袋を用意し、

より容量の小さいごみ袋に移行する

インセンティブを付与することが重

要である。

なお、排出抑制効果を得るためには、

複数の大きさに対応したシールを用意

し、より容量の小さいごみ袋に移行す

るインセンティブを付与することが重

要である。

行政事務への

影響

まとまると重くなり、かさばるた

めに、各世帯へ無料配布を行う場合

の事務負担は比較的多い。

小さいため、各世帯への無料配布を

行う場合の事務負担は比較的少ない。

市場への影響

既存のごみ袋の市場への影響につ

いて考慮する必要がある。

既存の市場への影響は少ないと考えら

れる。

レジ袋の扱い

レジ袋をごみ袋として活用できな

いため、レジ袋で排出することを防

止するなど取扱いを検討する必要が

ある。

レジ袋をごみ袋として利用すること

も可能な場合がある。

（出所）環境省「一般廃棄物処理有料化の手引き（平成１９年６月）」

５　料金体系

料金体系については、簡素でわかりやすく、費用負担が公平で、制度の維持管理費用が抑

えられることなどが重要であり、そうした観点から、排出量単純比例型の利点が大きいと考

えられます。また減量効果については、一定量無料型が排出量単純比例型に比べて必ずしも

有意差があると判断できないため、総合的に考慮すると排出量単純比例型が適当だと考えま

す（表３及び資料編 資料２参照）。

なお、他都市の状況については、東洋大学の山谷修作氏が全国の８０６市区を対象に実施

した「第３回全国都市家庭ごみ有料化調査(平成20年4月1日時点集計速報)」によると、有料

化を実施している４０１市の内、排出量単純比例型が３６３市（９１％）、一定量無料型が

３２市（８％）、排出量二段階比例型が６市（１％）となっており、大多数の市が排出量単

純比例型を用いています。（資料編 資料３）
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６　料金設定

有料化を実施する場合、料金設定においては、市民にごみ減量の動機付けが働くような金

額であることが必要ですが、過度の負担となると市民に理解が得られにくいだけではなく、

不適正なごみの排出や不法投棄を誘発する恐れもあります。そのため、既に有料化を実施し

ている周辺都市や他都市の状況を参考にし、また市民にごみ処理経費のどの程度の割合を負

担してもらうのかも考慮に入れて料金を算定することが必要です。

そうした場合、奈良県下で有料化を実施している６都市はいずれも排出量単純比例型で１

ℓ当たりの料金は概ね１円となっています。また、排出量単純比例型により有料制を実施し

ている３６３市の平均料金も、可燃ごみ大袋(４０～５０ℓ  ）１枚あたり４２円であり、概

ね１ℓ  あたり１円に相当する金額となっています（資料編 資料４）。

そして、この金額を処理経費に占める割合で見ますと、約２割の市民負担となります。

このように、周辺都市や他都市の状況及び市民負担割合等を考慮すると単純比例型の場合、

１ℓ あたり１円程度の料金が適当だと考えます。

① 手数料水準の決め方

　　東洋大学の山谷修作氏が平成１７年２月に家庭ごみを従量制で有料化している２７０市

（有効回答２０５市）を対象に行った調査によると、手数料水準の決め方として「ごみ収

集・処理に要する総費用の一定割合」とするコストベースが最も多く、次いで「近隣自治

体の手数料に見合う水準」、「市民の受忍性を重視」、「指定袋の作成・流通費に見合う

水準」の順となっています（図２）。

図２　手数料水準の決め方

　

(出所)山谷修作氏 著「ごみ有料化」
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② 他都市の料金設定

排出量単純比例型により有料制を実施している３６３市の平均料金は、可燃ごみ大袋(４

０～５０ℓ  ）１枚あたり４２円であり、概ね１ℓ  あたり１円に相当する金額となっていま

す（資料編 資料４）。そして、価格帯別都市数を見ると１枚あたり９円から１２０円まで

の価格分布となっていますが、４０円台が８１市（２２％）と最も多く、次いで３０円台

が７５市（２１％）、２０円台が５７市（１６％）、５０円台が４５市（１２％）、８０

円台が３１市（９％）、６０円台が３０市（８％）、１０円台が２８市（８％）となって

います（資料編 資料５）。

また、一定量無料型により有料制を実施している３２市の平均料金は、可燃ごみ大袋１

枚あたり９７円となっています。そして、価格帯別都市数を見ると１枚あたり３０円から

２１０円までの価格分布となっていますが、１００円台が１４市（４４％）と最も多く、

次いで５０円台が５市（１６％）となっています。

③ 処理経費に占める負担割合

平成１８年度の奈良市のごみ処理原価は１ｔあたり４０,９２９円であり (表４)、また、

平成１９年５月に奈良市の家庭ごみ排出実態調査を行った結果によりますと、燃やせるご

みの場合４８％が４５ℓ  の袋を使用しており、その１袋当たりの平均重量は５.２ｋｇとな

っています(表５)。

　　そこで、燃やせるごみをベースに４５ℓ  の１袋当たりの経費を算出しますと

４０.９円/ｋｇ×５.２ｋｇ＝２１２.７円/１袋　となります。

それを基に、負担比率ごとの料金設定を算出すると表６のとおりとなり、１ℓ  あたり１

円の料金設定とすると約２割の市民負担となります(表６)。

表４ 平成１8年度ごみ処理原価計算表 （ 単 位 ： 円 ）

原価費 収集運搬部門 破砕・焼却部門 埋立処分部門 管理部門 小計

人　　件　　費 1,773,491,999 612,035,473 159,464,450 200,226,362 2,745,218,284 

物　　件　　費 334,564,792 1,128,655,437 313,069,298 365,452,446 2,141,741,973

減価償却費 66,830,000 347,461,492 117,921,225 53,203,580 585,416,297 

廃棄物搬入手数料 -8,430,790 -497,614,190 -29,584 -673,400 -506,747,964 

部門直接原価 2,166,456,001 1,590,538,212 590,425,389 618,208,988 4,965,628,590 

管理部門費配賦額 281,638,159 206,769,144 76,754,995 -618,208,988 -53,046,690 

部門原価 2,448,094,160 1,797,307,356 667,180,384 0  4,912,581,900 

処　理　量（ｔ） 65,471.44 121,756.26 19,296.18 　 120,027.33

ｔ当り　部門原価 37,392 14,762 34,576 　 40,929 
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※　収集方面の異なる３台の収集車（東部・西部・中高層の各１台）から、１００袋ずつ合計３００

袋を無作為に抽出し、袋の容量及び重量を計測した。（平成19年5月調査）

　

※　「１世帯の１ヶ月当たり負担額」は、有料対象を「燃やせるごみ」、「燃やせないごみ」、「プ

ラスチック製容器包装」とし、料金体系は同額とし、１回当たり４５ℓ  の袋で１袋排出すると

仮定して算出した。

{５２週×３回(可燃・プラ)＋１２回(不燃) } ×袋単価÷１２ヶ月＝１世帯の１ヶ月当たり負担額

表５　奈良市の家庭ごみ排出実態調査結果（燃やせるごみ）

容量 袋数(内レジ袋数 ) 比率 平均重量

5ℓ 4(2) 1.3% 0.3kg

10ℓ 50(34) 16.7% 1.5kg

15ℓ 26(10) 8.7% 2.3kg

20ℓ 54 18.0% 2.9kg

30ℓ 22 7.3% 2.6kg

45ℓ 144 48.0% 5.2kg

合計 300(46) 100.0% 3.6kg

表６　負担比率による料金設定

負担比率 ４５ℓ  １袋当たり １ℓ 当たり １世帯の１ヶ月当たり

１０％ ２１円 ０.５円 ２９４円　　

２０％ ４３円 １.０円 ６０２円　　

３０％ ６４円 １.４円 ８９６円　　

４０％ ８５円 １.９円 １,１９０円　　

５０％ １０６円 ２.４円 １,４８４円　　

６０％ １２８円 ２.８円 1,７９２円　　

７０％ １４９円 ３.３円 ２,０８６円　　

８０％ １７０円 ３.８円 ２,３８０円　　

９０％ １９１円 ４.２円 ２,６７４円　　

１００％ ２１３円 ４.７円 ２,９８２円　　
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７　袋の容量設定

平成１９年５月に奈良市の家庭ごみ排出実態調査を行った結果によりますと、使用袋の

容量は「燃やせるごみ」、「燃やせないごみ」及び「プラスチック製容器包装」の合計で

は、４５ℓ  が４４.０％と最も多く、次いで１０ℓ  が２１.２％、３０ℓ  が９.９％、２０

ℓ が９.８％、５ℓ  が８.１％、１５ℓ  が７.０％となっています（図３）。

こうした、排出実態を踏まえますと、５ℓ  から４５ℓ  程度の範囲で３～４種類程度の容

量を設定するのが望ましいと考えられます。

図３　奈良市の家庭ごみ排出実態調査結果（使用袋の容量）

※　各種別ごとにそれぞれ収集方面の異なる３台の収集車（東部・西部・中高層の各１台）から、１

００袋ずつ合計３００袋を無作為に抽出し、袋の容量を計測した。（平成19年5月調査）
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８　指定袋製作業者の選定及び袋のデザイン

指定袋の製作業者の選定においては、指定袋の販売料金に占める実質的な手数料収入の

割合を大きくするため、競争により経済的合理性が確保されやすい、入札により業者を選

定する方法が適当だと考えます。

また、指定袋のデザインについては、収集の際に一見して奈良市の指定袋であることが

明確に分かるような、奈良市らしいものとすることが望ましいと考えます。

９　料金の徴収方法

料金の徴収方法については、市が指定する取扱店で市民が指定袋を購入し、代金を支払

うことにより手数料を納入する方法が、市民にとって分かりやすく、また事務的にも簡素

であると考えます。

なお、取扱店については、市民の購入利便性を考慮し、スーパー、ホームセンター、コ

ンビニエンスストア、酒販店、米穀店等をできるだけ広く募集し、多くの取扱店を指定す

ることが適当です。

また、それと併せて市民がより多くの手段で指定袋を入手できるように、取扱いを希望

する自治会を通じて市民に販売する方法についても検討することが望ましいと考えます。

（図４）。

図４　料金徴収方法フロー

　　　

１０　手数料減免

ごみ有料化については、市民にとって新たな経済的負担となるため、生活保護受給世帯

や低所得世帯については、減免等の配慮をすべきとの考え方があります。また高齢者や乳

幼児などがいる紙おむつ使用世帯についても、紙おむつは減量努力が困難であり、日常的

に継続して排出されることから、無料支給等の制度を設けている自治体もあります。

奈良市

取扱店
(スーパー、ホームセンタ

ー、コンビニエンススト

ア等)
市　民

指定袋販売

手数料の納入収納金納付

指定袋納品

取扱いを希望する自
治会

指定袋納品

収納金納付

指定袋販売

手数料の納入
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一方、対象者の認定が困難であったり、制度が複雑になり手続きが煩雑になる等の理由

から、特別な制度を設ける必要はないとの考え方もあります。

当審議会としては、そうした制度は市の福祉施策の中で判断されるべきものであると考

え、ごみ有料化事業として減免制度を設ける必要性について、特段の意見はありませんで

した。

ただし、自治会等が行う町内清掃については、ボランティア袋等を申請に基づき必要枚

数配布する制度を設ける必要があると考えます。

・　他都市の状況

ごみ有料化を実施している中核市７市の内、旭川市、函館市、高松市、宮崎市の4市は生

活保護受給世帯や低所得世帯や紙おむつ使用世帯等を対象に、申請に基づきごみ袋を無料

支給する制度を設けています。　　　　　　　　　　

一方、長野市は二段方式有料制を採っており、１世帯あたり年間２００袋までは、袋代

の実費のみで、多くの世帯では使用枚数が年間２００枚以内で処理費を負担していないの

が現状であるとの理由から、また、下関市については対象者の認定が困難等の理由から、

久留米市については福祉施策で対応している等の理由から、そうした制度を設けていませ

ん。

そして、ごみ有料化を実施している奈良県下の６市の内、橿原市については、生活保護

受給世帯を対象に申請に基づきごみ袋を無料支給する制度を設けていますが、他の都市は

そうした特別な制度は設けていません（資料編 資料１）。

一方、自治会等が行う町内清掃については、いずれの市もボランティア袋等を配布し無

料で収集する制度を設けています。

１１　有料化にあたっての留意事項

①  市民説明の徹底

ごみ有料化は市民に新たな金銭的負担を求めるものであるため、実施にあたっては市

民に対し導入の背景や目的などについて十分に説明をし、理解を求め協力を得ることが

不可欠です。そのため、広報誌等による周知の徹底と併せて、自治会単位での説明会の

開催等、可能な限りきめ細かい説明を行う必要があります。

②　事業系ごみの対応

　　　事業系ごみについては、搬入監視の強化や、搬入時間の見直しなどにより減少傾向に

ありますが、排出者責任の徹底の観点から、より一層の排出抑制と、適正な循環的利用

の促進が求められています。

そのため、収集運搬許可業者に対する指導の強化を図るとともに、個々の排出事業者

への指導も併せて行い、更なる分別と減量の徹底を図る必要があります。
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また、家庭系ごみ有料化との整合性が図られるよう、費用負担のあり方についても検

討する必要があります。

③　併せ施策の実施

ごみ有料化によるごみの減量を、リバウンドさせることなく効果的に持続させるため

には、有料化と併せて、これまで推進してきたごみ減量施策を、さらに充実させ総合的

に講じる必要があります。

また、将来的には、燃やせるごみの内重量比で約９割を占める生ごみ類と紙類の資源

化や、プラスチック製容器包装を安定的に資源化できるような抜本的方策についても検

討していく必要があると考えます。

④　自己搬入ごみの対応

現在家庭系ごみの場合、環境清美センターへの自己搬入は１００kgまで無料となって

いますが、収集ごみの有料化と併せて、経済的負担の整合性が図られるよう、料金体系

の見直しを検討する必要があります。

⑤　不法投棄や野焼きの防止対策

不法投棄や野焼きの増加が懸念されることから、その防止対策の強化を図る必要があ

ります。

⑥　収入の使途

有料化で得られた収入の使途については、市民に見えるように透明性を確保し、税の

二重取りとの批判を受けないよう、ごみ減量とリサイクル推進のための費用に使うこと

などを検討する必要があります。

また、奈良市は、環境清美事業の一層の効率化を図り、経費の節減に努めることが求

められます。

⑦　減量効果等の検証と公表

有料化実施後は、定期的に減量効果等を検証し、その情報を市民に積極的に公表する

ことにより、理解と協力を求めていくことが重要です。

また、所期の減量効果が得られない場合は、その原因を分析し、必要に応じ料金体系

等の制度の見直しや、併せ施策の強化等も検討していく必要があります。
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報告にあたって

　我々は、奈良市長の諮問に基づき、家庭ごみ有料化の手法等について基本的な方向性を取

りまとめましたが、今後、奈良市がより良い環境を創造していく中で、そのビジョンと有料

化の必要性を明確に市民に伝えた上で導入していく必要があります。

また、家庭ごみ有料化によって更なるごみ減量化等の効果を得るには、市民の理解と協力

が不可欠となりますが、それには、これまで自治会を中心とした市民の多大なる協力により、

大幅なごみ減量を図ることができたことを十分に評価するとともに、環境清美部職員による

一連の不祥事により損なわれた信頼の回復に全力をあげて取り組むことが肝要です。

　そして、奈良市はこの答申を基に、広く市民の意見を聞き、十分な説明責任を果たし、市

民の合意形成を図った上で家庭ごみ有料化を実施されることを望むものです。

　ただし、実施時期については、昨年来の世界的な経済不況に伴う失業率の悪化や所得の減

少、社会保障費の増加などにより、市民の家計負担感が増している現状も考慮し、慎重に見

極める必要があると考えます。
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資　　料　　編
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資料３ 料金体系別有料化実施都市数
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（注）１「山谷修作氏 第3回全国都市家庭ごみ有料化調査(平成20年4月1日時点集計速報)」を基に作成。

２ 市数には東京23区を含む。
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資料４　他都市の料金設定　

① 排出量単純比例型（363市） 
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② 一定量無料型（32市）

都道府県 市区 円/ 超過大袋1枚 市区 円/ 超過大袋1枚

茨城県 下妻市 50

千葉県 野田市 170 君津市 180

新潟県 阿賀野市 50

石川県 羽咋市 70

長野県 須坂市 100 千曲市 100

岐阜県 大垣市 150 高山市 105

静岡県 御殿場市 150

愛知県
碧南市 100 高浜市 50

東海市 110

滋賀県
長浜市 100 草津市 110

　　米原市 100 栗東市 100

大阪府

岸和田市 100 河内長野市 100

池田市 80 箕面市 60/30L

富田林市 100 大阪狭山市 100

兵庫県 加西市 100

和歌山県 新宮市 63

岡山県 笠岡市 100

広島県 三原市 50

山口県 萩市 40

愛媛県 西条市 100 東温市 50

福岡県 大川市 30

長崎県 佐世保市 210

平　　　　均 97円

③ 排出量二段階比例型（6市）

都道府県 市区 円/ 一段大袋1枚 円/ 二段大袋1枚

長野県

長野市 13 30

伊那市 50 200

駒ヶ根市 50 200

岐阜県 関市 6 300

滋賀県 守山市 10 150

宮崎県 都城市 8 35.7/30L

（注）１「山谷修作氏 第3回全国都市家庭ごみ有料化調査(平成20年4月1日時点集計速報)」を加工。

２ 可燃ごみ大袋（40～50Ｌ）１枚の価格で表記（容量が異なる場合は記載）。 
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資料５ 価格帯別都市数

※　容量が異なる場合は４５ℓ  に換算
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奈良市清掃業務審議会 委員名簿

（平成２１年３月２５日現在）

構　成 氏　名 役　職　等

会長
和田　安彦

（平成20年7月21日～）
関西大学 教授

会長代行 岡本　志郎 奈良市議会議員

委員 内野　典英 奈良商工会議所 専務理事

委員 岡崎　道男 左京地区自治連合会 副会長

委員 貫上　佳則 大阪市立大学 大学院教授

委員 郡嶌　　孝 同志社大学 教授

委員
高岡　善行

（平成20年7月21日～）
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委員 山本　佳保 奈良市労働組合協議会 事務局次長

委員 米澤　榮美子 廃棄物処理業者

前任委員
高月　　紘

（～平成20年7月20日）
京都大学名誉教授

前任委員
高橋　直嗣

（～平成20年7月20日）
（社）奈良青年会議所

前任委員
濱口　淑子

（～平成20年7月8日）

（財）日本消費者協会

消費生活コンサルタント

(委員は五十音順)
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奈良市ごみ有料化検討部会 委員名簿

（平成２０年１月２９日現在）

構　成 氏　名 役　職　等

委員長 郡嶌　孝 同志社大学教授

委員 石田 美智男 公募

委員 井上 健一
奈良ファミリー

オペレーションマネージャー

委員 岡本 志郎 市議会議員

委員 片山 信行 奈良市ごみ懇談会

委員 川北 久仁子 公募

委員 田中 幹夫 弁護士

委員 濱口 淑子
(財)日本消費者協会

消費生活コンサルタント

委員 松村 佳子 奈良教育大学教授
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（～平成18年5月31日）
(前)奈良市自治連合会長

(委員は五十音順)
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奈良市ごみ有料化検討部会 審議経過

回 開催日 審議内容

第１回 平成１８年１月１０日
・ 国の方針と他都市の現状を報告

・ 有料化への今後のスケジュール

第２回 平成１８年５月９日 ごみ有料化のビジョンについて

第３回 平成１８年７月７日 ごみ有料化のビジョンについて

第４回 平成１８年１０月６日 ごみ有料化のビジョンについて

第５回 平成１９年１月２４日 家庭ごみ有料化の目的について

第６回 平成１９年３月２０日 ごみ有料化の対象品目と実施方法について

第７回 平成１９年６月２６日
ごみ有料化の料金設定・減免制度・留意

事項等について

第８回 平成１９年９月２６日 清掃業務審議会への報告案について

第９回 平成１９年１２月１８日 清掃業務審議会への報告案について

第10回 平成２０年１月２９日 清掃業務審議会への報告書取りまとめ

奈良市清掃業務審議会 審議等経過

開催日 審議内容

平成２０年３月２５日
奈良市ごみ有料化検討部会報告書について事務局よ

り説明

平成２０年６月２０日
「奈良市の家庭ごみ有料化について 答申(案)」につ

いて審議

平成２０年１２月４日
「奈良市の家庭ごみ有料化について 答申(案)」につ

いて審議

平成２１年３月２５日
「奈良市の家庭ごみ有料化について 答申」取りまと

め
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